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   高 額 療 養 費 の 自 己 負 担 上 限 額 の 引 き 上 げ を し な い こ と を 求 め     

る 意 見 書 に つ い て     

 

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 99条 の 規 定 に よ り 、 別 記 意 見 書を

関 係 行 政 庁 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 

 

   令 和  ７  年  ９  月 ２ ５ 日   提   出  

 

 

         提 案 者   中 野 市 議 会 議 員  松  樹  純  子  

         賛 成 者   中 野 市 議 会 議 員  土  屋    博  

          〃       〃     中  村  明  文  

          〃       〃     塚  田  一  夫  

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

   令 和  ７  年  ９  月 ２ ５ 日     可 決  

 

       中 野 市 議 会 議 長   芦  澤  孝  幸  

 

 

 

 

 



高 額 療 養 費 の 自 己 負 担 上 限 額 の 引 き 上 げ を し な い こ と を 求 め     

る 意 見 書 （ 案 ）  

 

医 療 機 関 等 で の 患 者 の 自 己 負 担 が 一 月 当 た り の 上 限 額 を 超 え た 際 に 、そ

の 超 過 分 を 支 給 す る 高 額 療 養 費 制 度 は 、 患 者 の 負 担 を 軽 減 し 、 国 民 に 必要

な 医 療 を 保 障 す る セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト と し て の 役 割 を 果 た し て い る 。  

令 和 ７ 年 度 政 府 予 算 案 に は 、 高 額 療 養 費 の 自 己 負 担 上 限 額 を 今 年 ８ 月か

ら 段 階 的 に 引 き 上 げ る 「 見 直 し 」 が 盛 り 込 ま れ て い た が 、 政 府 は が ん 患者

団 体 や 国 民 の 声 を 受 け て 、 引 き 上 げ を 見 送 り 秋 ま で に 改 め て 方 針 を 検 討し

決 定 す る と 表 明 し た 。  

高 額 療 養 費 制 度 は 、 が ん 患 者 を は じ め 重 篤 な 疾 患 の 患 者 に と っ て ま さに

命 綱 で あ る 。 自 己 負 担 上 限 額 の 引 き 上 げ は 、 受 診 抑 制 や 治 療 継 続 の 断 念に

つ な が り か ね な い 。  

今 、 日 本 は 物 価 上 昇 に 賃 金 が 追 い 付 か ず 家 計 が 厳 し い 状 況 に あ る 。 その

上 、 重 篤 な 疾 患 の 患 者 に は 就 労 制 限 を 余 儀 な く さ れ て い る 方 も 多 く 、 高額

な 治 療 費 の 支 払 い に よ り 困 難 な 生 活 を 強 い ら れ て い る 。  

よ っ て 、 中 野 市 議 会 は 、 国 に 対 し 、 下 記 の 事 項 に つ い て 強 く 要 請 す るも

の で あ る 。  

 

記  

 

１  今 後 も 高 額 療 養 費 の 自 己 負 担 上 限 額 の 引 き 上 げ は 行 わ な い こ と 。  

 


